
原発被曝労働者・ＪＣＯ臨界事故被害者の救済に向けた 

申し入れに賛同してください。 
 

日本で原発が運転開始されて４０年が経過しました。原子力発電所をはじめ原子力施設は放射線被曝

労働なくして稼働しません。原発被曝労働者は劣悪な環境で危険な放射線被ばく労働に従事しています。

法的な放射線被曝限度以下でも健康被害は避けられません。原発推進の中で３０万人規模の原発労働者

が被曝しています。原発被曝労働者の労災補償は申請２０件、認定１０件に過ぎません。原発被曝労働

者の放射線被曝線量は全体で３０００人・Ｓｖを超え、がん・白血病の死亡だけでも３００人規模の被

害が推定されますが、健康被害のほとんどが放置されています。新政権にこの事態を認識させ、離職者

への健康管理手帳の交付・公費健康管理の制度化・労災補償対象疾病の大幅拡大など、原発被曝労働者

の健康被害を救済するための諸施策を早急に行わせることが必要です。 

２００３年～２００８年にかけて、長尾さんの多発性骨髄腫、喜友名さんの悪性リンパ腫労災認定を

全国の運動の力で勝ち取り、２００９年にはこれら 2つの疾病を労規則３５条別表の放射線業務の労災

補償対象疾病リストに追加させることができました。 

原発推進政策は日本でも原子力事故の被害者を生みだしました。ＪＣＯ臨界事故から１０年、現地を

中心に、風化を許さず、健康被害補償を求め、住民健康診断を継続させてきました。 

私たちは、原発被曝労働者・ＪＣＯ臨界事故被害者の救済に向け、下記の事項を実現することを目指

します。（詳細は申し入れ書をご覧ください） 

・被曝労働者への健康管理手帳の交付、健康管理と健康被害補償 

・被曝労災の認定例示疾病の拡大（労規則３５条の別表） 

・放射線管理手帳への労災補償関連法規の記載 

・被曝労災の審査情報等の公開 

・原発被曝労働の労働環境の改善・被曝低減 

・長尾原子力損害賠償裁判への文科省補助参加の取りやめ 

・ＪＣＯ臨界事故被害者の健康診断の継続と健康被害の補償 

被害者の訴えを受け止め、その補償拡大を目指しましょう。 

別紙の申し入れ書を政府に提出しますので、賛同してください。各地で運動の輪を広げてください。 

 

呼びかけ団体：原水爆禁止国民会議、原発はごめんだ！ヒロシマ市民の会、反原子力茨城共同行動、 

双葉地方原発反対同盟、関西労働者安全センター、原子力資料情報室、ヒバク反対キャンペーン 

 

連絡先 渡辺美紀子（原子力資料情報室）  Tel 03-3357-3800 〒162-0065 東京都新宿区住吉町 8-5 
                曙橋コーポ２階Ｂ 

建部暹（ヒバク反対キャンペーン） Tel 0790-66-3084 〒671-2415 姫路市安富町皆河 1073 

 

賛同カンパ（１口） 個人１０００円、 団体３０００円 
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原発被曝労働者・ＪＣＯ臨界事故被害者の救済に向けた申し入れに賛同します 
 
（申し入れ書に賛同者一覧を添えて提出します。記載不可の場合、右端の欄に×を記入してください。） 
 
団体名 または 個人名 連    絡    先 記載

  



 


